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２０２１年２月 

愛知県 
 

協力金の交付申請には、愛知県の「安全・安心宣言施設」への登録と 

登録で取得できるＰＲステッカー（左）・ポスター（右）の掲示が必要です 

愛知県感染防止対策協力金 

（1/12～2/7 実施分） 

交付申請マニュアル 

「Web申請書作成システム」による申請書の作成も可能です。 

詳細は下記 URLをご覧ください。 

https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/kyoryokukin5-6.html 

＜特例受付にかかる注意事項＞ 

・Web 申請書作成システムを利用した書類作成はできません。 

・特例受付の申請期間は、令和３年 4 月 15 日（木）から 5 月 17 日（月） 

（当日消印有効）までです。 

・添付書類は省略できません。（ｐ．11、12 の必要書類一覧をご確認ください。） 

・ 

 

＜特例受付＞ 

https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/kyoryokukin5-6.html
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第Ⅰ部 交付額及び交付要件 

 
１ 趣旨                                   

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、各業界団体等が作成した感染拡大

予防の業種別ガイドラインを遵守し、県の営業時間短縮要請に応じて営業時間の

短縮等を実施した、「安全・安心宣言施設」を運営する事業者へ協力金を交付しま

す。 

 

２ 対象期間・交付額等                        

対象期間 
2021年１月 12日(火)から 

１月 17日(日)まで【6日間】 
2021年１月 18日(月)から 

２月７日(日)まで【21日間】 

交付額 １施設１日あたり４万円【最大 24 万円】  １施設１日あたり６万円【最大 126 万円】 

対象事業者 

県内の営業時間短縮要請を受けた施設を

運営する中小企業者等 

＜対象施設＞ 

「酒類を提供する飲食店等」 

※飲食店営業許可が必要 

県内の営業時間短縮要請を受けた施設を

運営する事業者 ※大企業も対象 

＜対象施設＞ 

「飲食店等」 

※飲食店営業許可または喫茶店営業許可

が必要 

営業時間

の短縮 

午前５時から午後９時までに短縮 

 

※従前より午前５時から午後９時までの

時間帯を越えて営業していることが必要 

午前５時から午後８時までに短縮 

酒類の提供は午前 11時から午後７時まで 

※従前より午前５時から午後８時までの

時間帯を越えて営業していることが必要 

※営業時間の短縮には、感染症拡大防止対策のため終日休業した場合も含みます。 

※上記２つの期間にかかる協力金は、愛知県感染防止対策協力金（1/12～2/7実施分）と

してまとめて申請してください。 

※対象となる施設を複数有する事業者は、まとめて申請してください。 
 

「安全・安心宣言施設」とは 

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として取り組む項目を届出いただいた施設に対
して、愛知県が独自のＰＲステッカー・ポスターを提供し、「安全・安心宣言施設」とし
て応援するものです。 

【注】「ガイドラインを遵守していない施設」「安全・安心宣言施設未登録（ＰＲステッ
カー・ポスター未掲示施設）」は、協力金の交付対象外です。 
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３ 交付要件                                 

本協力金の対象となる事業者は、下記（１）～（６）の全ての要件を満たす 

事業者です。 

 

（１）愛知県内に営業時間短縮要請を受けた対象施設を有すること 

   【１月 12日（火）から１月 17日（日）まで（６日間）】 
    従前より午前５時から午後９時までの時間帯を超えて営業を行う、県内の

「酒類を提供する飲食店等」を運営する中小企業者（*１）、個人事業主又は
その他法人（*２） 

    ※飲食店営業許可が必要 

  【１月 18日（月）から２月７日（日）まで（21日間）】 

    従前より午前５時から午後８時までの時間帯を超えて営業を行う、県内の

「飲食店等」を運営する事業者 

    ※大企業も対象 

    ※飲食店営業許可または喫茶店営業許可が必要 

（*１）中小企業者とは 

中小企業基本法に規定する中小企業者が対象となります。 

ア・イのいずれかに該当すれば「中小企業者」 

 

 

 

 

 

 

（*２）その他法人とは 

    特定非営利活動法人、農業法人等の各種法人を表します。法人格を持たな

い団体は対象外となります。 

（２）営業時間短縮要請期間中、各業界団体等が作成した感染拡大予防の「業種別

ガイドライン」を遵守したこと 

▶ 業種別ガイドラインについては、下記（内閣官房ホームページ）をご覧くだ

さい。 

https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf 

（３）愛知県の「安全・安心宣言施設」に登録し、当該ＰＲステッカーとポスター

の掲示を行ったこと 

 

 

 

 

 

 

 

（上）ＰＲステッカー 

（右）ＰＲポスター 

Ộ ϯʿⱢ Ỳχᶛ ψ Ɫχ ᶛ ϱʿ Ⱳ► βϥ ỘԌχ

Ộ 5 ӟᴞד 50 ӟᴞ

Ђ˔РІỘ 5 ӟᴞד 100 ӟᴞ

Ộζχ 3ᴑדӟᴞ 300 ӟᴞ

ᴙ Ộ 1ᴑדӟᴞ 100 ӟᴞ

https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf
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▶ 新型コロナウイルス感染防止対策に取り組む｢安全・安心宣言施設｣についての詳

細は、下記ＵＲＬをご覧ください。 

https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/anshinpr2.html 

 

 ※ステッカー等取得手続きの流れは P.7もご覧ください。 

 

（４）営業時間短縮要請期間中、従前の営業時間を短縮（終日休業含む）したこと 

①営業時間短縮の要請期間 

2021年１月 12日（火）～２月７日（日）（27 日間） 

②営業時間の短縮 

【１月 12日(火)から１月 17日(日)まで（６日間）】 

従前より午前５時から午後９時までの時間帯を超えて行っていた営業を、 

午前５時から午後９時までの範囲内に短縮 

【注】従前より午前５時から午後９時までの範囲内で営業していた施設は営業時間短

縮要請の対象外であることから、営業時間を短縮（終日休業をした場合も含

む）した場合でも、協力金の交付申請はできません。  

 

【１月 18日(月)から２月７日(日)まで（21日間）】 

従前より午前５時から午後８時までの時間帯を超えて行っていた営業を、 

午前５時から午後８時まで（酒類の提供は午前 11時から午後７時まで）の範

囲内に短縮 

【注】従前より午前５時から午後８時までの範囲内で営業していた施設は営業時間短

縮要請の対象外であることから、営業時間を短縮（終日休業をした場合も含

む）した場合でも、協力金の交付申請はできません。 

 

 

https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/anshinpr2.html
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 ※営業時間短縮の状況が分かる書類として、ホームページの画面を印刷したもの

や下の貼紙（例）の写真等をご提出ください。 

 

           
 

（５）営業時間短縮要請期間中において事業実態が確認できること 

   P.12、13別表「提出書類一覧」に記載されている「営業活動を行っているこ

とが分かる書類」の提出が必要です。 

 

（６）交付申請日及び交付決定日において倒産・廃業していないこと 

営業時間短縮要請期間中に施設を閉鎖（閉店など）しても、交付申請日及び交

付決定日において事業者が倒産・廃業していなければ対象となります。 

なお、交付対象日数は、閉鎖（閉店）前の期間において時間短縮等に協力した

日数となります。 
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○「安全・安心宣言施設」のＰＲステッカー・ポスターの取得方法について 

 

【あいち電子申請・届出システムによる手続きの流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

【郵送による手続きについて】 

   手続き方法をご案内いたしますので、県民相談総合窓口（コールセンター）

へお問い合わせください。 

  電話番号 052-954-7453 

対応時間 午前９時～午後５時（土日祝日を含む毎日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

✉「受理通知メール」が届く ③届出の受理 

事業者 県 

① 愛知県ＨＰ『新型コロナウイルス感染防止対策に取

り組む「安全・安心宣言施設」について（下記ＵＲ

Ｌ）』にアクセス 
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-

aichi/anshinpr2.html 
○『あいち電子申請・届出システム(手続き申込)』をク

リック 

○メールアドレスを登録したうえで、登録したアドレス

に送付されるＵＲＬにアクセスし、必要事項を入力し

て届け出 

✉「申込完了通知メール」が届く 

②届出内容の確認 
 

※不備がある場合は、修正

を依頼 

⑤✉「予約処理通知メール」が届くので、そこからシ

ステムにアクセス 
 

○「申込内容照会」から電子データをダウンロードし

て保存 

○電子データを印刷し、ＰＲステッカーとポスターを

施設に掲示 

④ＰＲステッカー・ポスタ

ーの作成 

 
○ＰＲステッカー・ポスタ

ーの電子データ完成 

申込完了後、１日～２日（土日、祝日を除く） 

https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/anshinpr2.html
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/anshinpr2.html
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１ 交付の手続きの流れ                            

本協力金の交付の手続きは、おおむね次のような流れとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 受付期間                              

2021年 2月 8日（月）から 3月 12日（金）（当日消印有効）まで 

３ 申請手続                              

本協力金の交付を受けようとする事業者は、申請に必要な書類一式を作成し、

簡易書留、レターパックなど郵便物を追跡できる方法で、次の宛先まで送付して

下さい。追加書類の提出を求められた場合には、速やかに追加提出をお願いしま

す。 

 

 

〒460-8799 名古屋中郵便局留 

      愛知県感染防止対策協力金事務局 宛 

   愛知県感染防止対策協力金（1/12～2/7 実施分）申請書類在中  

 

【注】切手を貼付の上、差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。 

※ 1  持参による申請は受け付けておりません。 

※ 2  提出時には必ず各書類の控えをとり、各自５年間保管してください。一

度提出された書類は返却しません。 

 

４ 申請に必要な書類                           

（１）愛知県感染防止対策協力金（1/12～2/7実施分）交付申請書兼請求書 

（２）愛知県感染防止対策協力金（1/12～2/7実施分）の申請に関する誓約書 

（原則、法人の代表者又は個人事業主が自署してください。） 

（３）その他必要な添付書類 

① 営業活動を行っていることが分かる書類【事業実績関係】 

確定申告書の写し 

  ② 営業活動を行っていることが分かる書類【営業許可関係】 

    飲食店営業許可書(証)または喫茶店営業許可書（証）の写し 

    ※申請する施設全てについて提出してください。 

第Ⅱ部 交付の手続き 

営業時間短縮 

の実施 
申請書の提出 

 

2月 7日までの営業時間

短縮を実施した後、必要
書類を提出します。 

県による審査 
協力金の 

交付 

申請内容について、審査が

行われます。 

適切な申請書受理後、概

ね 1 か月程度で指定口座
に振り込まれる予定です
が、申請の状況により変

動します。 

終日休業を含みます。 

申請書類の送付先 

令和 3 年 4 月 15日（木）から令和 3年 5月 17日（月）

（当日消印有効）まで 
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③ 営業時間短縮（休業含む）の状況が分かる書類 

   ホームページの画面の写し又はポスターやチラシの写真など 

  ※申請する施設全てについて提出してください。 

④ 本人確認書類 

運転免許証又は健康保険証の写し 

⑤ 振込先口座が分かる書類 

⑥ 中小企業者であることが分かる書類（1/12～1/17の期間についての申請者のみ） 

（資本金の額等が中小企業基本法に規定する額を超える中小企業者のみ） 

※ 詳細は、P12、13別表「提出書類一覧」のとおり 

▶協力金申請書等の様式は、下記の方法で入手できます。 

 

 

 

 

 

 

５ 省略できる書類                              

  前回協力金（12/18～1/11 実施分）を申請している事業者は、添付書類を省略で

きる場合があります。 

  次の書類のうち、前回協力金で申請した内容と同じ内容の書類のみ省略が可能で

あり、内容が異なる場合はその内容を確認できる書類をご提出ください。 

 例）対象施設が増えた場合：増えた施設にかかる営業許可証の写しをご提出ください。 

              （既に提出済みの営業許可証は省略できます。） 

    振込先口座を変更する場合：新たな振込先口座の通帳またはキャッシュカード 

の写しをご提出ください。 

 

 ＜省略できる書類＞ 

・営業活動を行っていることが分かる書類【事業実績関係】 

 ・営業活動を行っていることが分かる書類【営業許可関係】（全施設もしくは一部） 

・本人確認書類 

・振込先口座が分かる書類 

・中小企業者であることが分かる書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☞ 各県民事務所及び市町村窓口などに配架しているリーフレットを入手する 

☞ 県のＷｅｂページからダウンロードするか、「Ｗｅｂ申請書作成システム」

を使用して、作成する 

https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/kyoryokukin5-6.html 

 

特例受付については、書類の省略はできません。 

https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/kyoryokukin5-6.html
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６ 交付方法                              
愛知県による審査完了後、適当と認められる場合、指定口座に協力金を振り込

みます。振込後、交付のお知らせを発送します。 

なお、申請内容が不適当と認められる場合は、申請者に対しその旨通知します。 
 

７ その他                               
協力金の申請に虚偽や不正があった場合等、交付要件を満たさないことが判明

した場合は、協力金を返還するとともに加算金の支払に応じる必要があります。 

なお、悪質な場合は警察に通報するなどの対応を行います。 
 

８ お問合せ先（協力金専用コールセンター）               

電話番号 052-228-7310 
対応時間 午前９時～午後５時（土日祝日を含む毎日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協力金の“振り込め詐欺”“個人・企業情報の詐取”にご注意ください。 

○愛知県が ATM（銀行・コンビニなどの現金自動支払機）の操作をお願いすることは、

絶対にありません。 

○ATM を自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。 

○愛知県が、「愛知県感染防止対策協力金」を支給するために、手数料などの振込を求め

ることは絶対にありません。 
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第Ⅲ部 よくあるご質問 

 

ͦ Ẹ Ỳχῖ χϸϳрЕτνΜοἇ σⱧ πễΠοΨιήΜʻ 

͖ ︠σⱧ ρῖ ρσϥ χϸϳрЕψᴞ χρΣϤπβʻ 

ОЌ˔р ῖ  χ―Π  

 

ְỘⱲḧ ṍḧ ʺ2 ḧ

ψְỘⱲḧϬ ΰσΤμθ › 

ˢ ˣ͍/14( )̋ ͍/28( )ψῂῇ11

ⱲϘπְỘ 

25  

(1/12˙1/17Ϙ

πχḧʿ5 ʺ 

1/18̇2/7Ϙπ

χḧʿ20 ) 

ְỘⱲḧ Υ“ϩϦοΜσ

Μ ˢ₮χ χ ›ψ2 

ḧˣψʺῖ τψḯ

ϛϘδϭʻ 

 

ְỘⱲḧ τᴂαʺ ְ

ỘⱲḧϬ ΰθΥʺṍḧ τ

Ẉ ΥḯϘϦϥ › 

ˢ ˣ Ẉ  

27  

(1/12̇1/17Ϙ

πχḧʿ6 ʺ 

1/18̇2/7Ϙπ

χḧʿ21 ) 

ְỘⱲḧ ṍḧ τ

Ẉ ϬḯϚ ›Ϝῖ

τϸϳрЕΰϘβʻ 

 

ְỘⱲḧ τᴂαʺ ְ

ỘⱲḧϬ ΰθΥʺῖ Ὧπ

Κϥˮӗ ʾӗ ᾠ☼ ˯ϒχ

ψṍḧχ π“μθ › 

ˢ ˣ ʿ͎/͍ (Ὦ) 

27  

(1/12̇1/17Ϙ

πχḧʿ6 ʺ 

1/18̇2/7Ϙπ

χḧʿ21 ) 

ˮӗ ʾӗ ᾠ☼ ˯ϒχ

Υ Ϧθ ›πΚμο

Ϝʺ1Ὦ12 (Ǝ )ΤϣְỘⱲ

ḧχ τᴂαοΜθ

›ψʺ1Ὦ12 (Ǝ )Τϣῖ

τϸϳрЕΰϘβʻ 

 

ͦ ˮһ ᾉḇ ♁ ├Ẹ Ỳˢ12/18˙1/11 ☼ם ˣχ ρʺ₈ᵕχ τ

ΞẸ Ỳχ ϬʺϘρϛο πΦϘβΤʻ 

͖ ˮһ ᾉḇ ♁ ├Ẹ Ỳˢ12/18˙1/11ם☼ ˣ˯ ρϘρϛο ψπΦϘ

δϭʻΣ︣ πβΥʺ ˑτ ΰοΨιήΜʻ 

 

ͦ һ ᾉ τ☼ ΥΚϤϘβΥʺ ψᾉᵰπβʻזּ Ẹ Ỳχ ρσϤϘβ

Τʻ 

͖ һ ᾉ τ ☼ Ϭ βϥⱧỘּיπΚϦωʺ χ זּ ∕ ʺᾤ ⱧỘ︠ 

  χ ψ ΜϘδϭʻ 

 

ͦ ГϱϼϯϳЕχϙχְỘψ τσϤϘβΤʻ 

͖ ГϱϼϯϳЕχϙχ☼ τψְỘⱲḧ Ϭ“μοΜϘδϭʻ 
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別表 提出書類一覧 

 

（★）印の提出書類については、前回協力金（12/18～1/11 実施分）の申請を行って

いる事業者の方で、前回の申請内容と同一である場合に限り、省略することが可能で

す。 

 

【法人の場合】 

 提出書類 

① 申請書 
交付申請書兼請求書【様式第１－３号】 
◆別紙様式に、申請する全ての施設について記載してください。 

② 誓約書 
誓約書【様式第２－３号】 
※原則、法人代表者が自署してください。 

③ 

営業時間短縮 

（休業含む）の状況が分

かる書類 

〈申請する施設全て〉 

ホームページの画面の写しまたはポスターやチラシの写真等 
※営業時間を午前５時から午後８時（１月 12 日から１月 17 日までは

午後９時）までの時間帯に短縮したこと（又は休業したこと）、及び

その期間が分かるものを提出してください。 

※酒類を提供する施設は、１月 18日から２月７日までの期間中、酒

類の提供を午前 11時から午後７時までにしたことがわかるものを提

出してください。 

④ 

営業活動を行っているこ

とが分かる書類（★） 

【事業実績関係】 

直近の「法人税の確定申告書（申告書別表第一）」の写し 
◆設立後、申告時期未到来により確定申告書を提出していない場合

は「法人の設立届」に加え、営業実績のある直近３か月の月末締

め経理帳簿（現金出納帳、売上帳簿等）」を提出してください。 
 

⑤ 

営業活動を行っているこ

とが分かる書類（★） 

【営業許可関係】 

〈申請する施設全て〉 

飲食店営業許可書(証)または喫茶店営業許可書（証）の写し 
※やむを得ない事情により申請者と営業許可書(証)に記載された名義

が異なる場合はお問い合わせください。 

⑥ 本人確認書類（★） 

法人代表者の運転免許証または健康保険証（住所の記載のある

もの）の写し 
※その他公的機関が発行した証明書等（氏名・住所・生年月日の記載が

あるもの）の写しでも可 

⑦ 
振込先口座が 

分かる書類（★） 

通帳またはキャッシュカードの写し 
※通帳の場合は、開いて 1ページ目、「銀行名・支店名」「口座名義（フ

リガナ）」「口座番号」が確認できる部分 

⑧ 

中小企業者である 

ことが分かる書類（★） 
【1/12～1/17の期間について

申請する法人のみ】 
※資本金の額等が中小企業

基本法に規定する額(P.4)を

超える中小企業者のみ 

従業員数が分かる書類の写し 
<例>法人事業概況説明書（法人税申告添付書類）、 

ホームページ、従業員名簿 

特例受付については、書類の省略はできません。 
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（★）印の提出書類については、前回協力金（12/18～1/11 実施分）の申請を行って

いる事業者の方で、前回の申請内容と同一である場合に限り、省略することが可能で

す。 

 

【個人事業主の場合】 

 提出書類 

① 申請書 
交付申請書兼請求書【様式第１－３号】 
◆別紙様式に、申請する全ての施設について記載してください。 

② 誓約書 
誓約書【様式第２－３号】 
※原則、個人事業主が自署してください。 

③ 

営業時間短縮 

（休業含む）の状況が分

かる書類 

〈申請する施設全て〉 

ホームページの画面の写しまたはポスターやチラシの写真等 
※営業時間を午前５時から午後８時（１月 12 日から１月 17 日までは

午後９時）までの時間帯に短縮したこと（又は休業したこと）、及び

その期間が分かるものを提出してください。 

※酒類を提供する施設は、１月 18日から２月７日までの期間中、酒類

の提供を午前 11時から午後７時までにしたことがわかるものを提出し

てください。 

④ 

営業活動を行っているこ

とが分かる書類（★） 

【事業実績関係】 

直近の「所得税の確定申告書Ｂ（第一表）」の写し 
※個人番号が記載されている場合は、黒く塗りつぶすなどしてから提

出してください。 

◆開業後、申告時期未到来により確定申告書を提出していない場合

は「個人事業の開業届」に加え、営業実績のある直近３か月の月

末締め経理帳簿（現金出納帳、売上帳簿等）」を提出してくださ

い。 

◆その他の事由により確定申告書が提出できない場合はお問合せく

ださい。 
  

⑤ 

営業活動を行っているこ

とが分かる書類（★） 

【営業許可関係】 

〈申請する施設全て〉 

飲食店営業許可書(証)または喫茶店営業許可書（証）の写し 
※やむを得ない事情により申請者と営業許可書に記載された名義が

異なる場合はお問い合わせください。 

⑥ 本人確認書類（★） 

運転免許証または健康保険証（住所の記載のあるもの）の写

し 
※その他公的機関が発行した証明書等（氏名・住所・生年月日の記載

があるもの）の写しでも可 

⑦ 
振込先口座が 

分かる書類（★） 

通帳またはキャッシュカードの写し 
※通帳の場合は、開いて 1ページ目、「銀行名・支店名」「口座名義（フ

リガナ）」「口座番号」が確認できる部分 

  

特例受付については、書類の省略はできません。 


